
    令和５年度 認定看護管理者教育課程セカンドレベル開催要項 

 

１ 教 育 目 的 

   看護管理者として基本的責務を遂行するために必要な知識・技術・態度を習得する。 

２ 到 達 目 標 

１）組織の理念と看護部の理念の整合性を図りながら担当部署の目標を設定し、達成に向けた看護管理過程を展開できる。 

２）保健・医療・福祉サービスを提供するための質管理ができる。 

３ 期 間 

令和５年９月７日（木） ～ １１月２２日（水）  

※研修は分散研修、研修日数は合計３３日間、詳細はプログラムをご確認ください。研修日は開催後にも変更になる場合があります。 

また、諸事情によりWeb研修に変更になる場合もあります。 

４ 定 員  ３０名 

５ 受講要件 

１）日本国の看護師免許を有し、実務経験が通算５年以上。（各レベル共通） 

２）ファーストレベルを修了している者。または看護部長相当の職位にある者、もしくは副看護部長の職位に１年以上ついている者。 

  ※副看護部長相当の職位とは、保健医療福祉に関連した組織において、看護管理を行う立場を示す。 

６ 受講申込方法  

１）申込みに必要な書類   ※各様式は当協会ホームページよりダウンロードできます。 

（１）ファーストレベル修了者  ・受講申込書（様式３－１）とファーストレベル修了証書のコピー 

（２）セカンドレベル未修了者  ・教科目受講申込書（様式３－２） 

（３）看護部長職相当、副看護部長職１年以上でファーストレベル未修了者 

・受講申込書（様式３－１）と勤務証明書（様式３－３） 

２）申込期間  令和５年６月１日（木）～ ６月１５日（木） 

     送付先は、〒990-2473 山形市松栄1-5-45 教育研修課宛 に郵送ください。 

７ 受講決定 

以下の選考基準により、認定看護管理者教育課程教育運営委員会で審議決定する。 

（１）受講要件が満たされていること。 

（２）提出書類の審査をする。  

選考の上、受講者及び所属長あてに７月中旬までに通知する。 

＊ ８月２３日（水）１３：３０～事前ガイダンスを開催する。（詳細については、通知書とともに郵送） 

８ 受講料 

（１）会員    １８７，０００円（税込、課題レポート評価料込） 

（２）非会員   ２８０，５００円（     〃       ） 

（３）再受講料    ２，０００円（一教科目につき   税込    ） 

       ＊ 実習施設訪問時の交通費、参考図書等の経費は自己負担となる。 

＊ 受講を中断した場合、受講料は返還しない。 

９ 修了要件、修了証明書の交付、未修了の再履修について 

（１）全教科目について、各教科目時間数の５分の４以上の出席があること。 

    （２）各教科目の課題レポート及び「看護管理実践計画書」の評価結果がC以上であること。 

       評価基準 Ａ：80点以上、Ｂ：79～70点、Ｃ：69～60点、Ｄ：59点以下 

       「Ｄ」評価の場合、レポートの再提出を1回まで認める。 

    （３）認定看護管理者教育課程教育運営委員会で、修了審査を行う。 

       修了審査にて合格した受講生には、認定看護管理者教育課程セカンドレベル修了証明書を交付する。 

１０ 個人情報の取扱いについて 

受講申込で得た個人情報は、研修に伴う書類作成・発送等に用い、この利用目的の範囲を超えて取り扱うことはない。もし

この範囲を超える場合は本人の同意を得たうえで取扱う。会員・非会員の別により選考に不利益が生じることはない。 

 


